
【
人
権
・
同
和
問
題
地
域
懇
談
会
】

　

今
年
で
44
回
目
と
な
る
「
桂
川
町
人
権
・
同
和
問
題
地
域
懇
談
会
」（
以
下
、

地
域
懇
談
会
）
を
、
10
月
か
ら
各
行
政
区
の
集
会
所
や
公
民
館
な
ど
で
開
催
し

ま
す
。

　
桂
川
町
で
は
、７
月
の
「
市
民
講
座
」
と
10
月
の
「
地
域
懇
談
会
」
を
人
権
・

同
和
問
題
教
育
啓
発
事
業
の
二
本
柱
と
位
置
づ
け
て
、毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
各
行
政
区
の
日
程
表
に
つ
き
ま
し
て
は
、
９
月
中
旬
ご
ろ
に
、
各
戸
に
チ
ラ

シ
を
配
布
す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
地
域
懇
談
会
は
、
人
権
に
関
す
る
ビ
デ
オ
を
約
30
分
程
度
視
聴
し
、
そ

の
後
、
み
ん
な
で
ビ
デ
オ
を
見
た
感
想
や
意
見
を
交
換
し
た
り
す
る
場
と
な
っ

て
い
ま
す
。
普
段
の
生
活
の
中
に
あ
る
何
気
な
い
人
権
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
人
権
出
前
講
座
】

　
桂
川
町
人
権
セ
ン
タ
ー
で
は
、
人
権
出
前
講
座
の
受
付
を
随
時
行
っ
て
い
ま

す
。

　
講
座
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、「
同
和
問
題
」「
女
性
」「
障
が
い
者
」「
ア
イ
ヌ
」

「
外
国
人
」
な
ど
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
で
す
。

　
お
お
む
ね
10
人
以
上
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
実
施
す
る
集
会
や
団
体
な
ど
が
対

象
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
対
象
外
と
し
ま
す
。

　
○
営
利
や
宗
教
、
政
治
活
動
を
目
的
と
す
る
も
の

　
○
苦
情
や
陳
情
を
目
的
と
す
る
も
の

　
経
費
は
無
料
で
す
。
ご
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
講
師
の
日
程
調
整
な
ど
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
利
用
さ
れ
る
場
合
は
お
早
め
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】　

桂
川
町
人
権
セ
ン
タ
ー
（
旧
桂
川
町
隣
保
館
）
内

　
　
　
　
　

隣
保
・
人
権
同
和
教
育
係　

☎
６
５
・
１
１
８
７　

－人権だより－
vol.42

TOPIC ❶

　 高齢者・障害者の人権あんしん相談
【日　時】９月８日㈪～ 14 日㈰
　○平日　８時 30 分～ 19 時
　○土・日曜日　10 時～ 17 時

【内　容】生活上の心配ごと、家庭内や近隣でのトラ
　　　　　ブル、嫌がらせや虐待など高齢者や障害者
　　　　　に関する人権問題

【相談先】法務省 人権擁護局
　　　　　☎０５７０・００３・１１０

TOPIC ❷

　 人権（悩みごと）相談所
【日時・場所】
　○ 10 月 10 日㈮　嘉麻市役所稲築庁舎 １階会議室
　○ 10 月 15 日㈬　山田生涯学習館
　　時間はいずれも 13 時～ 15 時

【内　容】生活上の心配ごと、家庭内や近隣でのトラ
　　　　　ブル、嫌がらせや虐待など

【相談先】福岡法務局 飯塚支局
　　　　　☎２２・１５８０

TOPIC ❸

　 常設人権（悩みごと）相談所
　福岡法務局飯塚支局では、常設で人権（悩みごと）
相談所を開設しています。お気軽にお電話ください。

【日　時】
　月曜日～金曜日
　８時 30 分～ 17 時 15 分

○みんなの人権 110 番
　☎０５７０・００３・１１０

○子どもの人権 110 番
　☎０１２０・００７・１１０

○女性の人権ホットライン
　☎０５７０・０７０・８１０
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